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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年３月１８日 １９時００分ごろ 

発生場所 徳島県阿南
あ な ん

市那賀
な か

川河口付近 

 中島港南防波堤灯台から真方位２２０°２,０８０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５６.４′ 東経１３４°４１.１′） 

事故の概要  漁船正栄
しょうえい

丸は、南南西進中、また、漁船春日
か す が

丸は、漂泊中、両船

が衝突した。 

 正栄丸は、船首部船底に亀裂等を生じ、また、春日丸は、発電機の

濡損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年３月２１日本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）及び６月１５日１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 正栄丸、０.６トン 

   ＴＯ３－３０１９４（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.３６ｍ（Lr）×１.８５ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６０kＷ（動力漁船登録票による）、不詳 

Ｂ 漁船 春日丸、０.５トン 

   ＴＯ３－１８７２３（漁船登録番号）、個人所有 

   ４.８７ｍ（Lr）×１.６３ｍ×０.６２ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成４年１

０月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３５歳 

   二級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２４年６月４日 

免許証交付日 平成２４年６月４日 

                      （平成２９年６月３日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ７９歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部船底に亀裂等 

Ｂ 発電機に濡損、マストに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 
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水象：水面 平穏 

日没時刻：１８時１２分ごろ 

月出時刻：２３時２２分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、しらすうなぎ
．．．．．．

漁の目的で、平成

２９年３月１８日１８時５３分ごろ、法定灯火を表示し、那賀川河口

付近の漁場に向けて僚船１隻と共に阿南市中島港を出港した。 

船長Ａは、那賀川の上流に向かって南西進し、漁場付近に至った所

で左転して船首を右岸に向け、船外機を中立運転として前進行きあし

で南南西進し、漁の準備として、風による船体の横流れを減少させる

ための板を水中に入れて外板に固定する作業を始めた。 

 船長Ａは、左舷側の海面を見ながら作業中、１９時００分ごろ船首

方からの異音を聞き、船首方を見たところ、Ａ船の船首部がＢ船の船

首部に乗り上げている状況を認めた。 

船長Ａは、Ｂ船の操縦者Ｂと共に、負傷の有無と両船の損傷状況を

確認した後、警察署に本事故の発生を通報した。 

Ａ船は、Ａ船の僚船によりＢ船から引き下ろされた後、帰航を始め

たところ、船長Ａが船首部からの浸水を認めて船外機を止め、同僚船

にえい
．．

航されて中島港に戻った。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、しらすうなぎ
．．．．．．

漁の目的で、１８時

５５分ごろ、両色灯及び白色全周灯１個を点灯し、那賀川河口付近の

漁場に向けて僚船１隻と共に那賀川大橋の上流約５００ｍの左岸を出

発し、漁場に至って船首を西方（上流）に向け、船外機を中立運転と

して漂泊を開始した。 

操縦者Ｂは、右舷方に２つの灯火を認め、２隻の漁船が那賀川の上

流に向かっているのでＢ船に近づくことはないものと思い、漁の準備

として、集魚灯を船尾部の海面近くに下ろす作業を始めた。 

操縦者Ｂは、集魚灯を海面近くに下ろし、船体中央部に配した集魚

灯の点灯スイッチを入れようと移動を開始した時、右舷船首方至近に

接近していたＡ船の船体に気付いたものの、どうすることもできず、

Ａ船が、Ｂ船に衝突した後、Ｂ船に乗り上げて停止する状況を認め

た。 

Ｂ船は、右舷側に傾斜して川の水が舷縁を越えて浸入し、集魚灯等

の点灯スイッチ近くに配されていた発電機が濡損して機関を始動する

ことができず、Ｂ船の僚船にえい
．．

航されて出発場所に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、本事故発生当時、Ｂ船の灯火を見た記憶がなかった。 

操縦者Ｂは、ふだんから、出港前に発電機を始動し、集魚灯を除く

全ての灯火の点灯スイッチを入れていた。 

Ｂ船は、船首部に両色灯１個、船尾部の両舷に各１個の集魚灯を常

設していた他、船尾部に着脱する棒に取り付けた白色全周灯１個を備
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えていたが、本事故後の調査では、Ｂ船船内に白色全周灯を確認する

ことができなかった。 

操縦者Ｂは、操縦免許を取得することなく、平成１２年ごろからＢ

船を操縦して漁を行っていた。 

本事故発生場所の周囲には、他船の灯火が見えにくくなるような陸

岸の灯火はなかった。 

（写真１ Ｂ船 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、那賀川河口付近において、船外機を中立運転として前進行

きあしにより南南西進中、船長Ａが、漁の準備作業をしていて前方の

見張りを適切に行っていなかったことから、漂泊中のＢ船に気付かず

に衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、那賀川河口付近で漂泊中、操縦者Ｂが、右舷方に上流に向

かう２隻の漁船の灯火を視認したものの、Ｂ船に接近することはない

ものと思い、漁の準備作業を続けて周囲の見張りを適切に行っていな

かったことから、Ａ船が左転してＢ船に向かう態勢となったことに気

付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 操縦者Ｂは、小型船舶操縦士の免許を受有しておらず、Ｂ船を操縦

してはならなかった。 

原因  本事故は、夜間、那賀川河口付近において、Ａ船が南南西進中、Ｂ

船が漂泊中、船長Ａが、前方の見張りを適切に行っていなかったた

め、Ｂ船に気付かず、また、操縦者Ｂが、周囲の見張りを適切に行っ

ていなかったため、Ａ船が左転してＢ船に向かう態勢となったことに

気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶操縦士の免許を受有していない者は、小型船舶を操縦し

ないこと。  

・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ｂ船 

 

 


